
「出会い頭防止プロジェクト」プロモーション業務 

委託公募に係る企画提案審査要領 

 

１ 主旨・目的 

 「出会い頭防止プロジェクト」プロモーション業務を実施するに当たり、公募型プロポー

ザルにより委託事業者を選定するため、次のとおり審査委員会を設置し、審査に関する諸事

項を定める。 

 

２ 審査委員会 

⑴ 審査委員長 

県土整備部道路管理課長を審査委員長とする。 

 

⑵ 審査委員 

 以下の 5 名を審査委員とする。 

所属等 役職 

群馬県県土整備部 道路管理課長 

群馬県県土整備部 道路管理課交通安全対策室長 

群馬県知事戦略部 メディアプロモーション課係長 

群馬県警察本部 交通企画課交通事故分析官 

群馬県県土整備部 砂防課係長 

  

３ 審査方法 

⑴ 一次審査（書類審査） 

・参加表明者が概ね 5 者を超える場合は一次審査を実施する。 

・一次審査は「出会い頭防止プロジェクト」プロモーション業務 仕様書に基づき事業者から

提出された企画提案書等の内容を書面審査し、業者数を概ね 5 者以下まで選定する。 

・参加表明者が概ね 5 者以下となる場合（失格となる者を除く）は、公募に応じたすべての

事業者の審査（一次審査・二次審査）を行うこととする。 

・本事業のメインターゲットが 20～40 歳代のドライバーであることを踏まえ、一次審査に

当たっては、課内の 20 代～40 代職員（審査員含む）から企画提案書に関する意見を聴取

し、審査の参考とする。なお、意見聴取は、各年代（20 代、30 代、40 代）につきそれぞ

れ 1 名以上の職員から聴取すること。 

 

⑵ 二次審査（審査・ヒアリング） 

・二次審査は、提案書及びプレゼンテーション、ヒアリングの内容を審査し、別紙採点表に

より各審査委員が点数及び意見を記載するものとする。 



・各審査委員の審査結果（点数及び企画提案に係る意見等）を基に、審査委員長が優先交渉

事業者を決定する。なお、優先交渉事業者との交渉が不調に終わった場合、次点の者と交

渉する場合がある。参加表明者が１者の場合は、審査の合計点数 105 点以上（6 割以上）

をもって優先交渉事業者とする。 

⑶ 二次審査の実施方法 

・プレゼンテーションは、提出された企画提案書に基づいて行い、所要時間はおおむね 20 分

程度とする（時間配分は自由とする）。 

・プレゼンテーションに際しては、テレビモニター及び接続用 HDMI ケーブルを用意するの

で、接続可能な PC 等を持参し、出席者が操作すること。 

 ＜使用機器等＞ 

① テレビモニター（50 インチ） 

② HDMI ケーブル（モニター接続用） 

 

 

 

  



４ 審査基準 

審査基準及び配点は次のとおりとする。 

(1）一次審査（全 4 項目で５4 点満点。）  

① 戦略性（10 点満点） 

・明確なコンセプトによる戦略立案、企画提案となっているか。 

② 実行性（15 点満点） 

 ・本事業のメインターゲット（20～40 歳代ドライバー）の自転車事故防止に結びつく 

ような効果的な提案内容となっているか。 

③ 実現性（24 点満点） 

・具体的かつ実現可能性のある詳細な実施計画及びスケジュールが示されているか。 

・類似業務における経験等はあるか。 

・業務実施体制の妥当性について。 

④ 整合性（5 点満点） 

・全体的な整合性がとれているか。 

 

(2）二次審査（全 7 項目で１2０点満点。）  

① 全体評価（30 点満点） 

・群馬県内の自転車交通事故の現状を理解したうえで企画提案がなされ、群馬県の考え

る業務内容を踏まえた提案内容となっているか。 

② ターゲット訴求力（20 点満点） 

・本事業のメインターゲット（20～40 歳代ドライバー）への訴求について、考え方や手法 

が整理され、根拠のある提案がなされているか。 

③ 専門技術力（20 点満点） 

 ・業務目的や業務内容を理解しているか。 

④ 取り組み姿勢（20 点満点） 

・提案内容から業務への熱意・意欲は感じられるか。 

⑤ コミュニケーション能力（20 点満点） 

・質問に対する応答が明快かつ迅速か 

⑥ 作品サンプル（10 点満点） 

・作品が意図するメッセージや目的が明確であり、想定されるターゲット層に適した

表現・構成となっているか。また、構成力、演出、映像・音声の品質等から、動画

制作に関する十分なノウハウや技術力が確認できるか。 

⑦ 妥当性（数値化しない） 

・見積内容（単価や数量）が妥当であり、見積漏れはないか。 

・業務規模と大きくかけ離れていないか。 

  



５ 審査会日時 

日  時：令和８年６月１１日（木）9 時～16 時（予定） 

※時間割等の詳細は別途提案者あて通知する。 

  場  所：群馬県庁または昭和庁舎（前橋市大手町 1-1-1） 

審査時間：１者につき、提案者からのプレゼンテーション 20 分程度、質疑応答 15 分程

度。ただし、都合により１者あたりの時間を変更する場合がある。 

出 席 者：１者につき３名以内とする。 


